
【ひとりざわ　認知症専門棟 個室】 月３０日計算

【ひとりざわ　多床室】 月３０日計算

【ひとりざわ　個室】 月３０日計算

【ユニット館　個室】 月３０日計算

　

３６０,５２５

要介護３ １９２,８９１ １９５,５９１ ２２７,９９１ ２７４,７９１ ３４９,１７３

要介護４ １９４,８０２ １９７,５０２ ２２９,９０２ ２７６,７０２ ３５４,９０４

要介護２ １９０,７７８ １９３,４７８ ２２５,８７８ ２７２,６７８

要介護５ １９６,６７５ １９９,３７５ ２３１,７７５ ２７８,５７５

要介護度 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（※1）

要介護１ １８８,２５６ １９０,９５６ ２２３,３５６ ２７０,１５６

要介護４ １９１,８６９ １９４,５６９ ２２６,９６９ ２７３,７６９

要介護５ １９３,７４５ １９６,４４５ ２２８,８４５ ２７５,６４５

２６７,３２６

要介護２ １８７,８４６ １９０,５４６ ２２２,９４６ ２６９,７４６

要介護３ １８９,９６０ １９２,６６０ ２２５,０６０ ２７１,８６０

要介護４ １１３,９６４ １２７,７６４ １３５,５６４ １８５,９６４ ２２４,９２８ ２６３,８９２

１１５,８４０ １２９,６４０ １３７,４４０ １８７,８４０ ２２８,６８０ ２６９,５２０要介護５

要介護１ １０７,４２０ １２１,２２０ １２９,０２０ １７９,４２０ ２１１,８３９ ２４４,２５９

２５１,８２６

要介護３ １１２,０５６ １２５,８５６ １３３,６５６ １８４,０５６ ２５８,１６８

１２３,７４２ １３１,５４２ １８１,９４２

６７,０３６ ９９,４３６ １４６,２３６ １８６,８７１ ２２７,５０６

要介護度 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（※1） ３割（※1）

要介護５ ６４,３３６

要介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護度 第１段階 第２段階

第１段階

４４,０１１

４６,５３３

４８,６４７

５０,５５５

５２,４３１

第２段階

５７,８１１

６０,３３３

６２,４４７

６４,３５５

６６,２３１ １２４,４３１

１２２,５５５

１２０,６４７

１１８,５３３

１１６,０１１

第４段階（※1）第３段階

６５,６１１

６８,１３３

７０,２４７

７２,１５５

７４,０３１ １６７,８６２

１６４,１１０

＋  ＋ ＋

３２６,７７７

３割（※1）

３４２,８３４

要介護度 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（※1）

要介護１ １８５,４２６ １８８,１２６ ２２０,５２６

【ひとりざわ　認知症専門棟 多床室】 月３０日計算

１７５,０７４ ２０９,８１１

１７９,３０２ ２１６,１５３

１６０,２９４

１５６,０６６

１５１,０２１

２割（※1）

２１１,２９３

２０５,６６５

１９９,９４１

１９３,５９９

１８６,０３２

３割（※1）

要介護２ ５８,４３７ ６１,１３７ ９３,５３７ １４０,３３７

要介護３ ６０,５５１ ６３,２５１ ９５,６５１ １４２,４５１

要介護４ ６２,４６０ ６５,１６０ ９７,５６０ １４４,３６０ １８３,１１９ ２２１,８７８

２割（※1） ３割（※1）

１７０,２３３ ２０２,５５０

第３段階 第４段階（※1）

要介護１ ５６,０１７ ５８,７１７ ９１,１１７ １３７,９１７

※３　その他　教養娯楽費２００円/日、タオルリース３３０円/日、日用品セット実費、洗濯代実費、理美
　　　 容代実費等がかかります。

※１　保険分本人負担額が月額上限額（第４段階は３７,２００円、第５段階は４４,４００円）を超えた分は、
　　 　高額介護サービス費として後日支給されます。

介護老人保健施設ひとりざわ
介護老人保健施設ひとりざわユニット館

１ヵ月のご利用料金の目安

２割（※1）

３１３,６８９

３０９,９３７

３０６,１２０

３０１,８９２ ３３４,０３８

３４０,３８０

２２１,１１２

３１９,５５０

３１５,８０３

３１１,９８２

３０７,７５６

２９７,０５１

令和元年10月1日現在

(単位：円)

２割（※1）

２１６,８８４要介護２ １０９,９４２

３３５,２６７

３４６,１０５

３５１,７３３

３０２,７１１

２割（※1）

３割（※1）

※２　保険分本人負担額には、基本サービス費＋夜勤職員配置加算＋在宅復帰・在宅療養支援機能
　　　 加算Ⅱ＋認知症ケア加算（認知症専門棟のみ）＋サービス提供体制加算Ⅰ１＋介護職員処遇
　　　 改善加算Ⅰ+介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを含んでいます。

　　（裏面あり）

保険分本人

負担額（※2）
食費 居住費

特別室料

（ユニット型準個室、従来型個室、

多床室二人部屋のみ）

※認知症専門棟は除く



第１段階～第４段階とは？

＋ ＋ ＋ ＝

●食費・居住費（滞在費）の負担限度額

●対象となるサービス
　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）/介護老人保健施設/介護医療院
　短期入所生活介護/短期入所療養介護（ショートステイ）

●負担限度額の認定申請
　居住費・食費の負担軽減を受けるためには、『介護保険負担限度額認定証』が必要となります。
　詳しくは、横浜市の各区保険年金課保険係へお問い合わせください。

●介護サービス利用時の自己負担額

※３　本人が属する住民基本台帳上の世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者も含む。)
※４　本人の預貯金等の合計額が１,０００万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の預貯金等の合計額
　　　 が２,０００万円以下)の方

６５０

第４段階 ・住民税世帯課税の方

第３段階
・市民税非課税世帯(※3)の方で合計
　所得額と公的年金等収入額の合計が
　年間８０万円を超える方(※4)

１,３１０ １,３１０ １,３１０ ３７０

第２段階
・市民税非課税世帯(※3)の方で合計
　所得額と公的年金等収入額の合計が
　年間８０万円以下の方(※4)

８２０ ４９０ ４９０ ３７０

第１段階
・市民税非課税世帯(※3)で老齢福祉
　年金を受給されている方
・生活保護を受給されている方

８２０ ４９０ ４９０ ０

食費(円)

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型
個室

多床室

３９０

３００

介護保険施設に入所すると、介護サービス費用を負担するほかに、居住費・食費を負担する事になります。
ただし、所得の低い方の居住費・食費については、負担の上限額（負担限度額）が定められ、費用負担が軽
減されます。
※負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められており、利用者負担第４段階の方について
  　は、原則軽減措置はありません。

利用者負担段階
居住費（滞在費）の負担限度額 (円)

サービス費用
日常生活費

（理美容代など）
食費 居住費 自己負担額


